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●
運
営
主
体

　

都
内
の
全
市
区
町
村
が
加
入
し

た
「
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
」
が
運
営
し
ま
す
。
広
域

連
合
は
、
被
保
険
者
証
等
の
交

付
、
保
険
料
の
決
定
、
医
療
の
給

付
を
行
い
、
市
区
町
村
は
、
各
種

届
出
の
受
付
や
被
保
険
者
証
の
引

き
渡
し
等
の
窓
口
業
務
、
保
険
料

の
徴
収
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
者
（
被
保
険
者
）

①　

歳
以
上
の
方

７５
②　

歳
か
ら　

歳
の
方
で
一
定
の

６５

７４

２
０
０
８
年
４
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

２
０
０
８
年
３
月
末
に
お
い
て
、　

歳
以
上
の
方
は
、
現
在
加
入

７５

し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
等
か
ら
自
動
的
に
、
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、　

月
現
在

１１

の
「
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
に
お
け
る
保
険
料
率
等

の
検
討
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
２
０
０
８
年
２
月
に
最

終
決
定
の
予
定
で
す
。

　ごみ有料化がはじまって２年が経過しまし
た。有料化１年目の２００５年１０月から２００６年９
月までの１年間と比べて、ごみ総量では、一
般的に言われているリバウンド現象は見受け
られず、ほぼ同量で推移しました。また、資

源物の総量（回収量）については、ペットボ
トルの集積所収集を実施したため、前年度と
比較して４．４％増加しました。
　今後も分別の徹底とごみの減量にご協力下
さい。

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
つ

き
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
方

（
認
定
日
か
ら
資
格
取
得
）

※
す
で
に
老
人
保
健
を
取
得
し
て

い
る
方
は
、
自
動
的
に
移
行
し
ま

す
。

※
新
し
い
被
保
険
者
証
は
２
０
０

８
年
３
月
ご
ろ
お
送
り
し
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入

す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
加
入
中

の
健
康
保
険
か
ら
脱
退
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

●
自
己
負
担
に
つ
い
て

　

医
療
費
の
自
己
負
担
は
、
現
行

の
老
人
保
健
と
同
様
、
か
か
っ
た

費
用
の
１
割
（
現
役
並
み
所
得
の

方
は
３
割
）
と
な
り
ま
す
。

●
保
険
料
に
つ
い
て

①
保
険
料
は
被
保
険
者
単
位
で
算

定
し
ま
す
。

②
保
険
料
額
は
、
１
人
ひ
と
り
に

負
担
し
て
い
た
だ
く
「
均
等
割

額
」
と
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
所
得
割

額
」
の
合
計
に
な
り
ま
す
（
表

１
）
。

③
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原
則

と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
年
金
額
が
年

額　

万
円
未
満
の
方
や
介
護
保
険

１８
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と

の
合
算
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
場
合
は
、
納
付
書
や
口

座
振
替
に
な
り
ま
す
。

●
保
険
料
率
及
び
保
険
料
の
算
定

①
保
険
料
率
は
全
都
均
一
の
保
険

料
率
に
な
り
ま
す
。

②
均
等
割
額
は
、
年
額
３
万
７
８

０
０
円
に
な
り
ま
す
。

③
所
得
割
率
は
、
６
・　

％
に
な

５６

り
ま
す
。

④
所
得
割
額
の
算
定
に
は
「
旧
た

だ
し
書
き
所
得
」
を
用
い
ま
す
。

「
旧
た
だ
し
書
き
所
得
」
と
は
、

総
所
得
か
ら　

万
円
を
引
い
た
額

３３

に
な
り
ま
す
。

⑤
所
得
水
準
に
よ
り
、
保
険
料
の

「
均
等
割
額
」
を
７
割
・
５
割
・

２
割
軽
減
し
ま
す
（
表
２
）
。

⑥
賦
課
限
度
額
は
年
額　

万
円
で

５０

す
。

⑦
健
康
保
険
組
合
や
共
済
組
合
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、
加
入

か
ら
２
年
間
「
均
等
割
額
」
が
半

額
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
こ
の
間

「
所
得
割
額
」
は
賦
課
さ
れ
ま
せ

ん
。
な
お
、
激
変
緩
和
策
と
し
て

２
０
０
８
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で

全
額
免
除
、　

月
か
ら
２
０
０
９

１０

年
３
月
ま
で
９
割
軽
減
し
ま
す
。

□問
 

高
齢
者
医
療
課
11
７
２
４
・
２

１
４
４

ごみ有料化実施後２年が経過

有料化実施後２年目（１０月～９月）の　
　　　　　　資源とごみ量（対前年比）
環境先進都市を目指して、一層のごみ減量を

□問 ごみ減量課11７９７・０５３０

年間１人当たりのごみ処理経費…１７，３４４円
年間１世帯当たりのごみ処理経費…４１，４７２円
年間１トン当たりのごみ処理経費…５４，１７４円
※ごみ処理経費の算出は、歳入額控除前の金額を使用しています。
　（平成１８年１０月１日現在　人口４１２，１７９人　世帯１７２，３７２世帯）

平成１８年度

ごみ処理経費

２００６年度　ごみ有料化による手数料収入について
　ごみの有料化による２００６年度（２００６年４月から２００７年３月）の手
数料収入（指定収集袋の販売収入）は、１０億６，７００万９，１９１円でし
た。
　その内、指定袋作成費１億２，７４７万２，４２１円、販売委託費６，４０１万
５２０円などの必要経費４億５，７２４万３，１９１円を差し引いた６億９７６万
６，０００円を町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金に積み立てま
した。

家庭廃棄物処理手数料�

指定袋作成費�
１２７，４７２，４２１円�

基金積立金�
６０９，７６６，０００円�

その他�
１１９，７０８，５５２円�

指定袋配送費�
３３，７１７，１３５円�

販売委託費�
６４，０１０，５２０円�

啓発パンフレット�
印刷費�
４，３８３，１２０円�

有料化冊子�
戸別配布費�
２，８０１，０４３円�

生ごみ処理機�
購入補助�
２，５２５，４００円�

ペットボトル�
収集処理費�
１０２，６２５，０００円�

保険料の算定例（世帯主及び世帯員が７５歳以上の場合）
合計保険料（年額）所得割額均等割額
１１，３４０円　　０円※１１，３４０円一人世帯・年金収入７９万円
７３，８８０円３６，０８０円　３７，８００円一人世帯・年金収入２０８万円

（世帯主）　　　
　　　１０１，４３０円

（配偶者）
　　　３７，８００円

（世帯主）
　　６３，６３０円
（配偶者）

　　０円

（世帯主）
　　３７，８００円
（配偶者）
　　３７，８００円

世帯主の年金収入２５０万円・
世帯員の年金収入７９万円の
二人世帯の場合

※７割軽減

１０,０００�
９,０００�
８,０００�
７,０００�
６,０００�
５,０００�
４,０００�
３,０００�
２,０００�
１,０００�
０�

２００５年～２００６年�

２００６年～２００７年�

１０月　１１月　１２月　　１月　　２月　　３月　   ４月　   ５月   　６月 　７月  　８月  　９月�

７,４８８�

８,２９４�

７,８７１�

７,９８３�

８,２０６�

８,６０４�

７,５４７�

７,７８４�

６,６６５�

６,５８９�

７,８６５�

７,５７１�７,５５８�

７,４６９�
８,９１１�

８,６７６�

８,６３３�

８,２９２�

８,７１５�

８,４９７�

８,５１６�

８,０５３�

７,８２０�

７,６９８�

単位：トン�

燃
や
せ
る
ご
み
量
�

８００�

７００�

６００�

５００�

４００�

３００�

２００�

１００�

０�

２００５年～２００６年�

２００６年～２００７年�

１０月　１１月　１２月　　１月　　２月　　３月　   ４月　   ５月   　６月 　７月  　８月  　９月�

３２０�

５３４�

３６５�

４９５�

５３０�

６７６�

４１３�

５０６�

４１３�

４１９�

４７１�

５２８� ５４３�

４９３�

５８８�

５７７�

５２６�

４６０�

５２１�

４６０�

５７１�

４９７�

５８０�

４５７�

単位：トン�

燃
や
せ
な
い
ご
み
量
�

０�

５００�

１,０００�

１,５００�

２,０００�

２,５００�

１０月　１１月　１２月　　１月　　２月　　３月　   ４月　   ５月   　６月 　７月  　８月  　９月�

２００５年～２００６年�

２００６年～２００７年�

１,６９５�

１,７７４�１,８４３�

１,７６３�

２,１１９�

２,１８２�

１,８０４�

１,６０３�１,５０８�

１,５３０�

２,０５８�

２,００８�

１,６７２�

１,７１１�
１,９８８�

１,９５０�
１,７１６�

１,８６９�

１,７８９�

１,８４６�
１,９２４�

１,７７８�

１,８２９�

１,７５０�

単位：トン�

資
源
物
量
�

（表１）
１人当たり保険料額＝被保険者均等割額＋１人当たり所得割額

被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等
（旧ただし書き所得）

×
所得割率

（表２）�

保
険
料
額
�

二人世帯の例（二人とも７５歳以上で年金収入、配偶者の年金�
収入が１３５万円未満の場合）�

所得割�

７割軽減�

１５３万円�

１６８万円� １９２．５万円� ２３８万円�

５割軽減� ２割軽減�

均等割�

夫の年金収入の額�


